
仕 様 書 

 

令和 7 年度公立こども園等産業廃棄物処理業務委託契約 

 

【内容】 

① 那覇市立こども園（18 園）、こども園給食センター（2 カ所）、こども発

達支援センターから排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分 

 

【産業廃棄物取扱い品目】 

  廃プラスチック類、ゴムくず、陶磁器くず、繊維くず、紙くず、金属くず 

  コンクリートくず、木くず、ガラスくず類、がれき類 

 

【想定される廃棄備品類】 

事務机・椅子、園児用机・椅子、会議用テーブル・椅子、スチール棚、スチ

ール書庫、木製棚、たたみ、傘、三輪車、ロッカー、ほうき、台車、水槽、

鍋、プランター、陶磁器くず、コンクリート片、アイロン、電子ピアノ、電

子オルガン、園児用教材（大型ブロックやままごとセット等）、扇風機、ア

ンプ、スピーカー、廃タイヤ、ビニールシート、コンテナ、プリンター、キ

ーボード、ラジカセ、テレビ、掃除機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機、ガス

コンロ、ガスオーブン、空気清浄機、体育用マット、消火器（中身なし）、

など。 

※廃棄の日までに、多少増減の可能性あり。 

 

② マニフェスト（産業廃棄物管理票）の作成と提出 

   最終処分ないし全量再生までのマニフェストとする。 

   ※契約締結前に収集・運搬及び上記取扱品目の処分に関する許可証の写 

しを提出すること｡ 

 

 

【契約額】 

① 以下の単価契約とする 

「廃棄備品類処分（１㎏あたり）」 

「収集運搬（２ｔ～４ｔトラック１台あたり）」 

「家電リサイクル品（テレビ等）１台あたり」 

 

②  契約額には、各施設の集積場所からトラックに積み込む作業や処分費、

マニフェスト手数料、その他必要な経費を含む。 

 

③  家電リサイクル品は、収集運搬料金、リサイクル料金及び手数料を含め

た１台あたりの金額とする。 

 

 



【対象施設】                                                                

№ 施設名 所在地 電話番号 想定廃棄

量 

1 城北こども園 那覇市首里石嶺町１－１６２ 884-0936 約 535 ㎏ 

2 城西こども園 那覇市首里真和志町１－５ 885-5030 約 195 ㎏ 

3 城南こども園 那覇市首里崎山町４－３５－２ 884-5909 約 232 ㎏ 

4 大名こども園 那覇市首里大名町１－４９ 886-1413 約 65 ㎏ 

5 泊こども園 那覇市泊２－２３－９ 867-2657 約 130 ㎏ 

6 真嘉比こども園 那覇市字真嘉比１－１８－１ 884-4476 約 214 ㎏ 

7 那覇こども園 那覇市前島１－７－１ 861-0622 約 153 ㎏ 

8 壺屋こども園 那覇市牧志３－１４－１２ 863-4070 約 444 ㎏ 

9 開南こども園 那覇市泉崎１－１－５ 867-2475 約 279 ㎏ 

10 天妃こども園 那覇市久米１－３－２ 868-2480 約 205 ㎏ 

11 上間こども園 那覇市長田２－１１－６０ 854-3060 約 227 ㎏ 

12 大道みらいこども園 那覇市字大道１４６番地１ 884-5769 約 768 ㎏ 

13 真和志こども園 那覇市寄宮３－１－１ 832-7093 約 140 ㎏ 

14 与儀こども園 那覇市与儀１－１－１ 832-6759 約 168 ㎏ 

15 小禄南こども園 那覇市小禄４－１４－１ 858-8189 約 122 ㎏ 

16 久場川みらいこども

園 

那覇市首里久場川町２－１８－１０ 886-8042  約 640 ㎏ 

17 天久みらいこども園 那覇市天久１－４－１ 917-3338  約 314 ㎏ 

18 宇栄原みらいこども

園 

那覇市宇栄原４－１７－１０ 857-0483  約 170 ㎏ 

19 こども園東給食セン

ター 

那覇市与儀２丁目１０番２０号 854-9404  約 52 ㎏ 

20 こども園西給食セン

ター 

那覇市楚辺２－１－１ 854-5270 約 58 ㎏ 

21 こども発達支援セン

ター 

那覇市鏡原町１０－４０ 858-5206 約 52 ㎏ 

 合計 

約 5163kg 

 ※想定廃棄量は、令和 7年度に想定される産業廃棄物の重量です。 

 ※各園の数値は四捨五入しています。 

 

 

 

 



 

【履行期間】 

契約締結日（令和 7年 9月以降）から令和 8年 2月 28 日 

※日曜日、公休日を除く。 

※時間は、各施設の運営時間内で午前 9時～午後 4時の間とする。 

 

【その他】 

 仕様書にない事項は、協議のうえで決定するものとする。 

 

 


